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決 定 要 旨 

被 審 人（住所） 東京都 

    （氏名） Ａ 

上記被審人に対する令和２年度（判）第２１号金融商品取引法違反審判事件につい

て、金融商品取引法（以下「法」という。）第１８５条の６の規定により審判長審判

官川嶋彩子、審判官美濃口真琴、同松本佳織から提出された決定案に基づき、法第１

８５条の７第１項の規定により、下記のとおり決定する。 

記 

１ 主文 

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 

⑴  納付すべき課徴金の額 金７０万円 

⑵  課徴金の納付期限   令和３年６月９日 

２ 事実及び理由 

課徴金に係る法第１７８条第１項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計

算の基礎は、別紙のとおりである。 

被審人は、第１回の審判の期日前に、課徴金に係る法第１７８条第１項第１４号

に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出しており、上記

事実が認められる。 

令和３年４月８日 

金融庁長官  氷見野 良三  
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（別紙） 

１ 課徴金に係る法第１７８条第１項各号に掲げる事実 

法第１７８条第１項第１４号に該当 

  被審人は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場されているジョルダン株式会

社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成

３１年４月５日午前１０時２１分頃から同日午後１時２４分頃までの間、東京都中

央区日本橋兜町２番１号所在の株式会社東京証券取引所において、Ｂ証券株式会社

を介し、高指値の買い注文を連続して発注して買い付けることにより直前の約定値

より株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計１６，７００株を買い付ける

一方、同株式合計１５，９００株を売り付け、もって、自己の計算において、同株

式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させ

るべき一連の売買及び委託をしたものである。 

２ 法令の適用 

法第１７４条の２第１項、第８項、第１５９条第２項第１号、第１７６条第２項、

金融商品取引法施行令第３３条の１３第１号 

３  課徴金の計算の基礎 

  別表に掲げる事実につき 

 ⑴ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、15,900

株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、

実際の買付け等の数量 16,700 株に、法第１７４条の２第８項及び金融商品取引

法施行令第３３条の１３第１号の規定により、違反行為の開始時にその時におけ

る価格（1,413 円）で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該

違反行為の開始時に所有している有価証券の数量 200 株を加えた 16,900 株であ

ることから、 

  ① 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量（15,900 株）に係るものについ

て、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による

当該有価証券の買付け等の価額を控除した額 

（1,405 円×700 株＋1,406 円×200 株＋1,413 円×1,400 株 

＋1,414 円×600 株＋1,415 円×800 株＋1,416 円×100 株＋1,417 円×200 株 

＋1,418 円×500 株＋1,420 円×1,700 株＋1,421 円×400 株＋1,422 円×900 株 

＋1,423 円×400 株＋1,424 円×100 株＋1,425 円×1,200 株＋1,426 円×200 株 

＋1,427 円×400 株＋1,428 円×200 株＋1,430 円×2,000 株＋1,431 円×100 株 

＋1,432 円×100 株＋1,445 円×900 株＋1,450 円×1,500 株＋1,459 円×600 株
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＋1,461 円×600 株＋1,462 円×100 株） 

－（1,397 円×200 株＋1,399 円×400 株＋1,400 円×600 株＋1,401 円×100 株 

＋1,405 円×300 株＋1,409 円×500 株＋1,410 円×200 株＋1,413 円×700 株 

＋1,414 円×300 株＋1,415 円×200 株＋1,416 円×300 株＋1,417 円×800 株 

＋1,418 円×1,500 株＋1,419 円×1,800 株＋1,420 円×400 株 

＋1,421 円×300 株＋1,423 円×200 株＋1,424 円×300 株＋1,425 円×200 株 

＋1,427 円×100 株＋1,429 円×100 株＋1,430 円×700 株＋1,431 円×100 株 

＋1,432 円×300 株＋1,436 円×100 株＋1,439 円×100 株＋1,441 円×400 株 

＋1,442 円×100 株＋1,443 円×100 株＋1,444 円×300 株＋1,445 円×300 株 

＋1,446 円×200 株＋1,448 円×400 株＋1,449 円×800 株＋1,450 円×800 株 

＋1,451 円×100 株＋1,452 円×500 株＋1,454 円×200 株＋1,455 円×500 株 

＋1,456 円×100 株＋1,457 円×300 株） 

＝ 10,500 円 

  及び 

  ② 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量（16,900

株）が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量

（15,900 株）を超えていることから、当該違反行為が終了してから１月を経過

するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等につい

ての法第６７条の１９又は第１３０条に規定する最高の価格のうち最も高い

価格（2,114 円）に当該超える数量 1,000 株（買付け等の数量 16,900 株－売付

け等の数量 15,900 株）を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券

の買付け等の価額を控除した額 

    （2,114 円×1,000 株） 

   －（1,415 円×200 株＋1,419 円×300 株＋1,420 円×300 株＋1,426 円×100 株 

     ＋1,429 円×100 株） 

   ＝ 693,800 円 

  の合計額 704,300 円となる。 

 ⑵ 法第１７６条第２項の規定により、上記⑴で計算した額の１万円未満の端数を

切り捨てて、700,000 円となる。 
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（別表） 

（単位：株）

売付 買付

Ｂ　証　券 15,900 16,700
　平成31年4月5日
　午前10時21分32秒～午後1時24分10秒

違反行為状況

証券会社
売買株数

違反行為期間


